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長万部町空家等除却支援事業補助金交付要綱

（趣旨）

第１条 この要綱は、町内に存在する老朽化が著しく、周辺の生活環境や地域に悪影響を

及ぼしている又は及ぼすおそれのある空家等の除却促進を図り、地域住民の安全安心を

確保することを目的に、空家等の除却に要する経費の一部を予算の範囲内で補助するこ

とについて必要な事項を定めるものとする。

（定義）

第２条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定める

ところによる。

（１) 空家等 空家等対策の推進に関する特別措置法（平成２６年法律第１２７号）第

２条第１項に規定する空家等であり、概ね１年以上居住がない又はその他の使用実

績がないものをいう。

（２）所有者等 空家等の所有者（個人に限る ）若しくは相続権を有する者又はその。

他町長が認める者をいう。

（３）不良住宅 住宅地区改良法（昭和３５年法律第８４号）第２条第４項に規定する

不良住宅で、長万部町空家住宅不良度判定表（別表１～３）において評点が１００

点以上のものをいう。

（補助対象空家等）

第３条 長万部町空家等除却支援事業補助金（以下「補助金」という ）の交付対象とな。

る空家等（以下「補助対象空家等」という ）は、次に掲げる要件を全て満たすものと。

する。

（１）長万部町内に位置する空家等で、個人所有の住宅であること

（２）概ね１年以上居住がない又はその他の使用実績がないこと

（３）他の公的な制度による補助対象又は公共事業等の移転補償対象となっていないも

の

（４）不良住宅と判定された空家等

（補助対象者）

第４条 補助金の交付を受けることができる者（以下「補助対象者」という ）は、次の。

各号のいずれかに該当する個人とする。

（１）補助対象空家等の所有者等又は所有権を有する者が複数人いる場合にあっては、

その全員の同意を得られた者

（２）補助対象空家等の相続権を有する者が複数人いる場合にあっては、その全員の同

意を得られた者

（３）前各号に該当する者から委任を受けた者

２ 前項に規定する補助対象者が属する世帯の構成員のうち、次の各号に該当する者がい
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る場合は補助金を交付しない。

（１）町税を滞納している者

（２）長万部町暴力団排除条例（平成２５年条例第２６号）第２条第１号又は第２号及

び第３号に規定する者

（補助事業）

第５条 補助事業は、補助金の交付対象となる事業をいい、次の各号に掲げる要件をすべ

て満たすものとする。

（１）建て替えを目的とした除却でないもの

（２）建設業法（昭和２４年法律第１００号）別表第一に掲げる土木工事業、建築工事

業若しくは解体工事業に係る同法第３条第１項の許可を受けている者又は建設工事

に係る資材の再資源化等に関する法律（平成１２年法律第１０４号）第２１条に基

づく登録を受けている者であって、町内に本社、支店若しくは営業所を置く事業者

又は町内に住所を有する個人の事業者（以下「解体事業者等」という ）に請け負。

わせること。

（３）補助金の交付申請年度の１２月末日までに完了するもの。

（補助対象経費）

第６条 補助金の対象となる経費（以下「補助対象経費」という ）は、前条各号に掲げ。

る要件を満たす空家等の除去工事にかかる経費とし、立木及び家財等動産の処分費は補

助対象経費に含めないものとする。

（補助金の額）

第７条 補助対象空家等の主たる用途が居住の用に供する一戸建て専用住宅（併用住宅の

場合は、延床面積の２分の１以上が居住の用に供されていること 、長屋又は共同住宅。）

の場合の補助金の額は、次の各号に掲げる額のうちいずれか低い額とする。

（１）補助対象空家等の除却に要する対象経費に２分の１を乗じて得た額（その額に千

円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てた額）

（２）補助対象空家等の除却面積に、国土交通大臣が定める標準除却工事費を乗じた額

に２分の１を乗じて得た額（その額に千円未満の端数が生じた場合は、これを切り

捨てた額）

（３）６０万円

（事前調査）

第８条 補助金の交付を受けようとする者（以下「申請者」という ）は、次条の申請の。

前に、長万部町空家等除却支援事業補助空家等事前調査申出書（様式第１号）に次に掲

げる書類を添えて、町長へ提出し事前調査を申し出なければならない。

（１）補助対象空家等の位置図、配置図、各階平面図

（２）補助対象空家等の２面以上の全景写真
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２ 町長は、前項の規定による申出があったときは、空家の不良度等の現地調査を行い、

補助対象空家等に該当するか否かについて判断するものとする。

（補助金の交付申請）

第９条 申請者は、長万部町空家等除却支援事業補助金交付申請書（様式第２号）に次に

掲げる書類を添えて、町長に申請しなければならない。

（１）空家等除却支援事業実施計画書（様式第３号）

（２）誓約書兼同意書（様式第４号）

（３）補助対象空家等の不動産登記事項証明書の全部事項証明書（建物 、未登記の場）

合は固定資産評価証明書

（４）住民票の写し

（５）町税に滞納がない証明書

（６）解体事業者等の要件を満たすことを証する書類

（７）補助対象空家等の除却に要する費用の見積書

（８）相続人が申請をする場合は、所有者の戸籍謄本又は除籍謄本及び相続人全員の委

任状（様式第５号）及び印鑑証明書

（９）委任を受けた代理人が手続きをする場合は、所有者又は相続人全員の委任状（様

式第５号）及び印鑑証明書

（１０）補助対象空家等に所有権以外の権利が設定されている場合は権利者の同意書及

び印鑑証明書

（１１）その他町長が必要と認める書類

（補助金の交付決定等）

第１０条 町長は、前条の規定による申請があったときは、当該申請に係る書類の内容を

審査し、適正と認めたときは補助金の交付を決定し、長万部町空家等除却支援事業補助

金交付決定通知書（様式第６号）により、申請者に通知するものとする。

２ 町長は、前項の審査の結果、補助金を交付することが適当でないと認めたときは、長

万部町空家等除却支援事業補助金不交付決定通知書（様式第７号）により申請者に通知

するものとする。

３ 町長は、補助金を交付すると決定する場合において、必要があると認めるときは、補

助金の交付について条件を付し、又は補助金の交付の申請に係る事項について修正を加

えて補助金の交付の決定をすることができる。

（補助事業の着手）

第１１条 補助金の交付の決定を受けた者（以下「交付決定者」という ）は、前条第１。

項の規定による通知を受けた日以降に、補助事業に係る工事の契約を締結し、着手しな

ければならない。

（補助金の変更申請）
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第１２条 交付決定者は、補助事業に係る工事の内容若しくは工事費等を変更又は中止し

、 （ ） （ ）ようとするときは 長万部町空家等除却支援事業変更 中止 承認申請書 様式第８号

に次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。

（１）空家等除却支援事業実施変更計画書（様式第３号）

（２）変更内容に係る第８条に規定する書類

（３）その他町長が必要と認める書類

（補助金の変更決定等）

第１３条 町長は、前条の規定による申請があったときは、当該申請書の内容を審査し、

補助金の交付決定変更の可否を承認したときは、長万部町空家等除却支援事業補助金変

更(中止)承認通知書（様式第９号）により、交付決定者に通知するものとする。

２ 町長は、前項の規定による承認をする場合において、必要があると認めるときは、条

件を付し、又は申請に係る事項について修正を加えて通知することができる。

（完了実績報告）

、 、 、第１４条 交付決定者は 補助対象工事が完了したときは 完了した日から３０日以内に

長万部町空家等除却支援事業補助金完了実績報告書（様式第１０号）に次に掲げる書類

を添えて町長に提出しなければならない。

（１）工事請負契約書の写し

（２）工事写真（施工前及び施工後）

（３）工事代金の領収書又は請求書の写し

（４）産業廃棄物管理票（マニフェスト）の写し

（５）その他町長が必要と認める書類

（補助金の額の決定）

第１５条 町長は、前条の規定による実績報告があったときは、その関係書類を審査し、

適当と認めたときは補助金の額を確定し、長万部町空家等除却支援事業補助金確定通知

書（様式第１１号）により、交付決定者に通知するものとする。

（補助金の請求）

第１６条 前条の規定による通知を受けた交付決定者が、補助金の交付を受けようとする

ときは、当該通知書を受領後速やかに、長万部町空家等除却支援事業補助金請求書（様

式第１２号）により補助金の交付を町長に請求しなければならない。

（補助金の交付）

第１７条 町長は、前条の規定により補助金の請求を受けたときは、速やかに補助金を交

付するものとする。

（交付決定の取消し）
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第１８条 町長は、交付決定者が次の各号のいずれかに該当するときは、長万部町空家等

除却支援事業補助金交付決定取消通知書（様式第１３号）により補助金の交付決定の全

部又は一部を取り消すことができる。

（１）偽りその他により補助金の交付を受けたとき

（２）補助金を他の用途に使用したとき

（３）補助金の交付決定の内容又はこれらに付した条件に反したとき

（４）その他町長が特に必要と認める事由が生じたとき

（補助金の返還）

第１９条 町長は、前条の規定により補助金交付の決定の全部又は一部を取り消した場合

において、既に補助金の交付がされているときは、交付決定者に対し、長万部町空家等

除却支援事業補助金返還請求書（様式第１４号）により既に補助した額の全部又は一部

を返還させることができるものとする。

（その他）

第２０条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

附則

この要綱は、令和４年４月１日から施行する。

附則

この要綱は、令和６年４月１日から施行する。


